
船舶事故等調査報告書 

                                     平成２４年５月３１日 

                             運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１２神第８号 

事故等種類 乗揚 

発生日時 平成２３年１２月２０日 ０１時３０分ごろ 

発生場所 兵庫県姫路市鞍掛島南方の岩場  

鞍掛島灯台から真方位１５９°４００ｍ付近 

（概位 北緯３４°４１.０′ 東経１３４°３８.３′） 

事故等調査の経過  平成２４年１月２６日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務

所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

砂利運搬船 第五住
すみ

福
ふく

丸、４９８トン 

 １３０５９２、阿波海運有限会社 

 乗組員等に関する情報 船長、四級海技士（航海） 

 死傷者等 なし 

 損傷 球状船首部に凹損 

 事故等の経過 本船は、船長ほか３人が乗り組み、砕石約１,１００ｔを積載し、船首約

３.６ｍ、船尾約４.８ｍの喫水で阪神港堺泉北区に向け、約８ノットの対

地速力で自動操舵により播磨灘北部を東進中、単独で船橋当直中の船長が

居眠りに陥り、変針予定場所を通過して航行し、平成２３年１２月２０日

０１時３０分ごろ鞍掛島南方の岩場に乗り揚げた。  

本船は、自力で離礁して航行を続けた。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 ２、視界 良好 

海象：潮汐 上げ潮の初期 

 その他の事項 

 

 船長は、年末で仕事が忙しくて疲労が蓄積していた。 

 船長は、付近に他船が見当たらなかったので安心し、椅子に腰を掛けた

姿勢で当直を続けるうちに居眠りに陥った。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 本船は、鞍掛島南方沖を東進中、単独で船橋当

直中の船長が居眠りに陥ったことから、変針予定

場所を通過して航行し、鞍掛島南方の岩場に乗り

揚げたものと考えられる。 

 船長は、年末で忙しくて疲労が蓄積していたこ

と、及び付近に他船が見当たらなかった安心感か

ら、椅子に腰を掛けた姿勢で当直中に居眠りに陥

ったものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、鞍掛島南方沖を東進中、単独で船橋当直中の

船長が居眠りに陥ったため、変針予定場所を通過して航行し、鞍掛島南方

の岩場に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ



 

 

 

る。 

・疲労が蓄積している状態で船橋当直を行う場合は、身体を動かした

り、顔を洗ったり、ガムをかむなどして居眠りに陥らないよう注意す

ること。 

・眠気を払うことができない場合は、他の乗組員と船橋当直を交代する

こと。 

 




